
※『製紙パレット』とは、紙の平判製品が載せられた
  木製パレットを指します。

製紙パレット機構は大手製紙メーカーより
正式にパレット回収業務を委託された唯一の会社です。
回収されたパレットは各社の工場に返却され再利用されています。

住所：東京都中央区銀座3-9-11（紙パルプ会館10階）
TEL：東京 03-3248-4857　メール: info@spallet.co.jp
         大阪 06-6271-3614 

製紙パレット機構
https://www.spallet.co.jp

検索

製紙パレット不正流用の事例
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C社及びD社の行為は、盗品
譲受け等罪（刑法256条）に
該当する可能性があります。

B社がパレットを違法回収業者であるC社に横流
しする行為や自社で利用する行為は、業務上横領
罪（刑法253条）に該当する可能性があります。

パレット所有者 紙需要家
（印刷・紙加工会社）

上記に加え、B社、C社、D社はA社より不法行為（民法709条）に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。

CHECK

パレットの所有者は
側面記載の製紙メーカー。
返却せず他の運搬に使用
また売却する等の行為は
不正流用となり違法です。

不正流用 持ち出し

全国無料回収

返却が
必要な

パレットです。

詳しい情報は「製紙パレット機構」で検索!


